
 

 

 

 

兵庫県立尼崎総合医療センターとの合同救命講習を実施 

 

１ 趣旨 

尼崎市消防局が実施する救命講習では、応急手当の重要性について、ＤＶＤ教材を用い実施

していますが、兵庫県立尼崎総合医療センター循環器科の医師から、実際の症例や病態等を例

示した内容の講義を受けることで、受講者がより分かりやすく具体的に心肺蘇生法の必要性を

実感するために、合同で実施するものです。 

 

２ 講習実施日と場所 

 ９月１２日（木）午後１時から４時まで、兵庫県立尼崎総合医療センター１階講堂で 

 

３ 訓練参加者及び人数 

  事前申し込みによる市内在住又は在勤の４０名 

 

４ 訓練内容（訓練時間は、１８０分） 

⑴ 兵庫県立尼崎総合医療センター循環器科の堀田医師による講義（約６０分） 

医師が、応急手当の重要性について、症例等を例示し講義を行う。 

⑵ 心肺蘇生法（約６０分） 

消防局及び兵庫県立尼崎総合医療センター所属の救急救命士による心肺蘇生法の実技指導 

１班８名、５班編成で、心肺蘇生法の実技指導を行う。 

⑶ ＡＥＤの取り扱い（約４０分） 

受講者が、二人一組で、心肺蘇生法とＡＥＤの操作を行うもの。 

⑷ まとめ（約２０分） 

講習全般の質疑、病院及び消防局の総括                       

                                   以 上   

令和元年 9月 10日 

所 属 救急課 

所属長 大木 康裕 
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